
（説明報告書提出より14日以内）

（見解書提出より14日以内）

・

・

大規模開発事業構想届出書の提出から工事完了までのフロー

大規模開発事業構想届出書の提出 大 規 模 開 発 事 業 事 前 協 議 承 認 申 請 書 の 提 出
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標 識 設 置 報 告 書 の 提 出

大 規 模 開 発 事 業 事 前 相 談 申 出 書 の 提 出

　適　用　範　囲

 （1）事業区域面積3,000㎡以上の開発行為
 （2）建築行為であって、次に該当するもの
　　ア　事業区域面積1,000㎡以上の中高層建築物の建築
　　イ　事業区域面積3,000㎡以上の低層建築物の建築

5日以内
協 議 関 係 先 へ 図 書 の 送 付

開 発 行 為 等 技 術 調 整 会 議

事前相談申出書の提出日を記載し た旨の報告書 月 2 回 開 催

開発行為等事前調整会議

おおむね21日間

再意見書の写し送付 最 終 の 裏 書 開 発 審 査 室 許 可 書 の 交 付

協 議 と 同 意

おおむね7日間

都 計 法 29 条 開 発 許 可 申 請

公 共 施 設 の 管 理 者 や 協 議 関 係 先 か ら の 最 終 回 答 → 最 終 審 査

大 規 模 開 発 事 業 事 前 協 議 承 認 通 知 書 の 交 付

意 見 書 の 写 し 送 付

裏 書

事前協議承認通知書に添付した指示
事項に従って、協議関係先のゴム印を
グリーンの「処理申込カード」に受け
る。

都 計 法 32 条 公 共 施 設 の 管 理 者 の 同 意 等

大 規 模 開 発 事 業 着 手 届 出 書

書 面 協 議

構 想 の 手 続 き の 完 了 建 築 基 準 法 工 事 完 了 検 査 ・ 済 証 の 交 付

開 発 事 業 完 了 届 出 書 ・ 検 査 済 証

再 見 解 書 の 提 出

吹 田 市

指定確認検査機関（民間）

再 見 解 書 の 提 出 日 を 記 載 し た 旨 の 報 告 書

都 計 法 36 条 工 事 完 了 検 査 ・ 完 了 告 示 ・ 済 証 の 交 付

建 築 確 認 申 請

見 解 書 の 提 出 日 を 記 載 し た 旨 の 報 告 書

説 明 報 告 書 の 提 出

説 明 報 告 書 の 提 出 日 を 記 載 し た 旨 の 報 告 書

見 解 書 の 提 出

説 明 会 等 の 開 催

関係住民に説明を求められた場
合、事業の内容について説明し
なければならない。

提 出 日 を 標 識 に 記 載

提 出 日 を 標 識 に 記 載

提 出 日 を 標 識 に 記 載

意 見 書 の 提 出

工 事

・事業区域面積10,000㎡以上

・戸建住宅100戸以上
・共同住宅130戸以上

・市長が必要と認める物件

・事業区域面積3,000㎡未満 ・事業区域面積3,000㎡以上
・市長が必要と認める物件
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開 発 行 為 に 非 該 当 開 発 行 為 に 該 当

標 識 設 置

再 意 見 書 の 提 出

提 出 日 を 標 識 に 記 載


